
はじめに
2021 年 11 月、ルイジアナ州の刑務所に約 58 年間収

監されていた 75 歳の男性、ヘンリー・モントゴメリー
氏が釈放された。彼は、1963 年、17 歳の時に地元の保
安官代理を殺害した罪で有罪となり、その後に死刑判決
を受けるが、紆余曲折の末、「仮釈放の可能性がない終
身刑」（Life Without Possibility of Parole）（以下「絶対的
終身刑」とする 1）へと刑が変更されて確定し服役して
いた。

「絶対的終身刑」とは、受刑期間中の態様等を踏
まえて仮釈放がなされる可能性がある「終身刑」（life 
sentence）と大きく異なり、まさに「仮釈放の可能性が
ない」自由刑であり、この刑罰が確定した者は死亡す
るまで収監され続けることとなる 2。そしてこの刑罰は、
後述する 2005 年の「ローパー判決」3 によって 18 歳未
満の少年に対する死刑は違憲とされる中、現在、少年に
対して最も重い刑罰となっている。

しかし今、アメリカの各州において、現在、少年時
に犯した罪によりこの刑罰が確定して服役していた一
部の受刑者は、再審理等を経て仮釈放等となる機会を

得ている。「残酷で異常な刑罰」を禁じた合衆国憲法修
正第８条（以下「修正第８条」とする）等に照らして、
この自由の身となる機会を生み出したのが、冒頭で紹介
したモントゴメリー氏を釈放へと導いた、2016 年のア
メリカ合衆国連邦最高裁判所（以下「連邦最高裁」とす
る）による「モントゴメリー判決」4 であり、そしてこ
の判決を４年ほど遡る 2012 年に下された「ミラー判決」
5 であった。

これらの判決を受けて各州では、全ての絶対的終身刑
を廃止する法改正の動きが勢いづくこととなるが、しか
し 2021 年４月、連邦最高裁は、一見するとこの動きと
は相反するかの様な「ジョーンズ判決」6 を下すに至る。

特にこの判決は、これからのアメリカにおける絶対的
終身刑の行方を考えるに当たって示唆的なものでもあ
り、とても重要な判例であるように思われる。そこで本
稿では、まず、主要なテーマである「ジョーンズ判決」
に至るまでの少年司法制度と連邦最高裁判例の動向と、
特に「モントゴメリー判決」以降の各州の対応を整理し
た上で、この判決について整理・検討してみることとす
る。
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　「パレンス・パトリエ」を指導理念とするアメリカ少年司法は、1970 年代にかけていわゆる厳罰化の波にのまれること
となる。いわば少年司法の「刑事司法化」の中で、その特色の多くは奪われることになるが、連邦最高裁判所は、2000
年代以降、「子どもは大人とは異なる」という少年司法の大前提を再確認し、今までの判決の方向性を転換させた。その
顕著なものが、子どもへの「絶対的終身刑」を合衆国憲法修正第 8 条に照らして違憲であるとした「ミラー判決」であろう。
この判決の効力は、その後に下された「モントゴメリー判決」において、過去の事案にも遡及することが認められ、以
降、各州は「厳罰化」の象徴ともいうべき「絶対的終身刑」を廃止又は縮小する政策を加速することとなる。その様な中、
2021 年４月に連邦最高裁判所は、一見すると再びこの動きとは相反するかの様な「ジョーンズ判決」を下した。特にこ
の判例は、今後の絶対的終身刑の行方に示唆的で重要なものであるように思われるため、本稿では、まずこの判決に至
るまでの少年司法制度をめぐる連邦最高裁判所の判例を概観した上で、「ジョーンズ判決」について整理・検討してその
行方について考察した。
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１　少年司法制度の概観と絶対的終身刑をめぐる
判例の動向

（１）少年司法制度の概観
1899 年、アメリカ・イリノイ州シカゴに世界で初め

てとされる「少年裁判所法」（Juvenile Court Law）が制
定され、同時に少年への審判を専門的に担う「少年裁判
所」（Juvenile Court）が誕生した。

この法は、「子どもに与えられる世話、監護及びしつ
けは、実の親によって与えられるはずであったところの
ものに最大限近づけなければならない」（同法第 21 条）
として、国家が親の代わりとなって子どもの世話をする
ことを意味する「パレンス・パトリエ」（parens patriae）
を基本理念に据えて、従来までのいわゆる「デュー・プ
ロセス」（due process）を基本とする刑事司法制度とは
異なり、審判手続の非形式性、少年裁判所裁判官への広
範な裁量の付与、そして保護・教育的な処分を科すこと
等を主な特徴とした。そしてこの法とそれに基づく少年
司法制度は、以降、アメリカ各州に拡がり、20 数年の
うちにほぼ全ての州が採り入れることとなった、とされ
ている 7。

しかしこの拡がりの一方で、少年司法制度はそれらが
採り入れられた当初から、基本理念たるパレンス・パト
リエや、むしろこの制度の特色そのものともいうべき
デュー・プロセスの諸権利をあえて子どもに認めないこ
と等に対して、憲法適合性の点から「懐疑」の目が向け
られ、次第に具体的な訴訟の場でも争われることとな
る。

1960 年代後半以降、連邦最高裁は、「ケント判決」8、
「ゴールト判決」9、及び「ウインシップ判決」10 といった、
後に「三部作」ともいわれる判決の中で少年司法制度を
強く批判して、子どもに対するデュー・プロセスの必要
性を説いた。

この様な批判に加えて、1980 年代から 90 年代初めに
かけて多発した世間を震撼させる少年らによる凶悪・重
大な事件とそれらに対する厳しい世論を背景に、いわ
ゆる「厳罰化政策」（get tough policy）が、少年司法制度
本来の特徴をより一層奪っていくこととなる。そして、
この政策を背景として、各州で積極的に採り入れられた
のが、凶悪・重大な犯罪を犯した少年について、その管
轄を少年司法から刑事司法へと移し、デュー・プロセス
の保障を前提としつつ、成人と同様の方法で裁判を行い
成人と同様の刑罰を科す「移送制度」（Transfer System）
の拡大であった 11。

この様な「少年司法の刑事司法化」の動きは、1990
年代及び 2000 年代の初頭頃まで続くことになるが、連
邦最高裁は、2006 年の「ローパー判決」を嚆矢として、
後に新たな「三部作」ともいわれる「グラハム判決」12

（2010 年）、「ミラー判決」（2012 年）、そして「モントゴ

メリー判決」（2016 年）といった、主に、少年時に犯し
た罪に対して死刑や絶対的終身刑を科すことが、修正第
８条の定める「残酷で異常な刑罰の禁止」に該当する
のか否かに関わる事案について、今までのいわゆる「厳
罰化」とは異なる方向の判決を下していくこととなる。

なお、これらの一連の連邦最高裁判決については、す
でに別稿 13 にて整理・分析を行っているため、詳しく
はそれらに譲ることとするが、以下、本稿のテーマと関
わる範囲で簡単に触れることとする。

（２）「絶対的終身刑」をめぐる判例の動向
まず、少年司法におけるいわゆる「厳罰化」の流れを、

多少とも押し留める契機となったのが、犯行時 17 歳の
少年について第１級謀殺の罪で死刑を科すことは、修正
第８条に反するとした、2005 年３月の「ローパー判決」
であった。その後、この判決を受けて、少年に対する最
高刑が「死刑」から「絶対的終身刑」へと代わっていく
中で、次に連邦最高裁は、2010 年５月、殺人以外の罪
を犯した 17 歳の少年について絶対的終身刑を科すこと
も同条に反して違憲であるとする「グラハム判決」を下
し、その適用範囲を狭めた 14。

さらに２年後、連邦最高裁は、今までの判例の流れの
大きな「転換点」ともいうべき「ミラー判決」を下すこ
ととなる。　

アラバマ州に住む 14 歳の少年であったエヴァン・ミ
ラーは、他の少年と共に、近所に住む知人男性に対して
暴行を加えた上、その証拠の隠滅等図るべくこの男性の
家に放火し、その結果、男性を暴行による負傷及び火災
による煙の吸引によって死亡させたとして罪に問われ
ることとなった。アラバマ州法により、ミラーは少年裁
判所から刑事裁判所へと移送された後、放火の過程にお
ける謀殺の罪で起訴された。州刑法では、この罪が認定
された場合には、裁判官による被告人の犯行への加担態
様、家庭・社会環境等の検討を経ることなく、絶対的終
身刑が「必要的」（mandatory）に科されることとされて
いたため、当該罪で有罪となったミラーは、そのまま
絶対的終身刑の判決を受けることとなった。後にミラー
は、この判決を不服として州刑事控訴裁判所及び州最高
裁判所に上訴したものの訴えは認められなかったため、
連邦最高裁に裁量上訴を求めたところそれが認められ
た 15。

2012 年６月 25 日、連邦最高裁は、未成熟性、周囲環
境への依存性、人格未形成である、といった点で「少
年と成人の相違」があることを前提に、少年は、憲法
上、刑罰に処するための目的が成人とは異なること及び
審理において被告人それぞれの特性について検討の必
要性かあること等を根拠として、殺人の罪で有罪となっ
た少年に対して絶対的終身刑を「必要的に科す」ことは、
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修正第８条が定める「残酷で異常な刑罰の禁止」に当た
る、との判断を示した。

さらに連邦最高裁は判示の中で、「ローパー判決、グ
ラハム判決、そして本判決において、少年の軽減された
有責性及び顕著な矯正能力について我々が述べた全て
のことを踏まえれば、我々は、この最も過酷たり得る刑
罰を少年に対して科すことがふさわしいとされる機会
は、まれ（uncommon）になるであろうと考える」と述
べたことで、判決が明確に禁じた少年に対する絶対的終
身刑の「必要的科刑」にとどまらず、裁判官の判断によ
る「裁量的科刑」をも含めた全ての絶対的終身刑の今
後のあり方についても示唆したものとして解され得る
ため、後の議論にも大きな影響を与えていくこととなっ
た 16。

もっともこの「ミラー判決」では、絶対的終身刑の必
要的科刑を禁じたことについての効力が、遡及し得るの
かについては特段触れられていなかったため、後にこの
点について改めて争われ、連邦最高裁によって下された
のが、本稿冒頭で紹介した「モントゴメリー判決」であ
る。

1963 年、ルイジアナ州に住む 17 歳の黒人の少年モン
トゴメリーは、白人の保安官代理を殺害した罪で起訴さ
れ陪審にて有罪とされ死刑判決が下された。しかし後に
ルイジアナ州最高裁は、公衆の偏見により公正な審理が
妨げられたことを理由に当該有罪判決を破棄し、再度審
理を行なうこととした。再審理における新たな陪審で
は、モントゴメリーに対して、死刑以外の刑を科すこと
を条件に「有罪」との評決を下したが、この様な場合、
当時の州法では、陪審の評決に基づいて決められる裁判
所の量刑は、死刑の次に重い絶対的終身刑とするものと
義務づけられていたため、モントゴメリーに対して規定
通りに絶対的終身刑の判決が下され、1971 年５月に確
定した。

その後、前述した 2012 年６月のミラー判決を受けて、
モントゴメリーは「ミラー判決によって、自らに必要的
に科された絶対的終身刑は違法なものとなった」とし
て、ミラー判決の効力の遡及適用を求めて州地裁、次い
で州最高裁に申し立てたものの、いずれでも当該請求は
認められなかったため、連邦最高裁に対して裁量上訴の
受理を求めた。当時は本件以外にもミラー判決の遡及適
用をめぐって既に同様の求めがいくつかなされていた
が、2015 年 3 月に連邦最高裁は、最終的に本件につい
て上訴を受理して審理を開始した。

この判決の概要等は先述した別稿に全て委ねるが、結
論としては、2016 年１月 25 日、連邦最高裁判所は、絶
対的終身刑の必要的科刑について禁じたミラー判決の
効力は、当該判決の前に確定していたモントゴメリーの
事案に対しても、遡及して適用されることを認めた 17。

その上で、「…しかし、当裁判所は、ローパー、グラ
ハム及びミラー判決の中で、『いかに、少年と成人とは、
憲法上、その有責性の度合いにおいて異なるのか』に
ついて述べてきたところであり、モントゴメリーの様
な受刑者たちには、自分の犯した罪が矯正不能な頽廃

（irreparable corruption）によるものでないことを示す機
会が与えられなければならない。そして、もしそれによ
るものでないならば、人生の数年間を刑務所の壁の外で
過ごしたいという彼らの希望は、取り戻されなければな
らない。」と加えた 18。

先述した、ミラー判決における「まれ」の文言と共に、
この「矯正可能性」の有無をめぐる文言こそが、後で触
れる「ジョーンズ判決」での争点へとなっていくことに
なる。

２　ミラー判決及びモントゴメリー判決後の各州
の対応

（１）絶対的終身刑の採用州と受刑者数の概観
ミラー判決が下された 2012 年 6 月時点で、28 州と連

邦政府が違憲とされた絶対的終身刑の必要的科刑を、15
州が絶対的終身刑の裁量的科刑を採用しており、その時
点で既に必要的、裁量的を含めて絶対的終身刑を完全に
廃止していた州はわずかにすぎなかった 19。

別稿でも紹介した様に、この判決を受けて各州はそれ
ぞれ「司法的対応」と「立法的対応」が求められること
となったが 20、本稿では、以下、ミラー判決及びモント
ゴメリー判決を経た、現時点での絶対的終身刑の状況を
概観してみることとしたい。

まず、絶対的終身刑をめぐる全米各州の全体的な動
向について、子どもへの絶対的終身刑を禁止するため
の活動等を積極的に行なっている民間団体である ”The 
Campaign for the Fair Sentencing of Youth”21 が 2022 年 6 月
に公表したデータによると、ミラー判決が下された時
点では 50 州のうち 45 州及びコロンビア特別区におい
て、少年時に犯した罪により絶対的終身刑を科すことが
各州法等で認められており、少年への死刑を禁じたロー
パー判決以後、この刑は多くの州において謀殺罪に対し
て適用される唯一の刑罰であった。

しかしその後、各州において法改正が行われたことに
より、現在では 25 州及びコロンビア特別区において絶
対的終身刑は廃止されている。すなわち、この約 10 年
間においてこの刑罰を廃止する州は 5 倍へと急速に増加
したこととなる。一方で残りの 25 州においては、法制
度としては維持されているものの、そのうち少なくとも
７州では、現状、一人もこの刑罰を受けている者はいな
いとされている 22。

次に、全州における絶対的終身刑受刑者の人数の動向
について、上記団体の調査によると、ミラー判決が下
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された当時、アメリカ全州において約 2800 名が少年時
に犯した罪により絶対的終身刑を受けていたとされて
いるが、以降、その一部は各州の司法手続に従って再
審理を受けるか又は州による立法的措置によって既に
確定した量刑が見直されることとなった。現在までに、
その対象者のうち 31％にあたる 880 名以上が減刑され
て釈放、50.3％が釈放以外の減刑がなされており、すな
わち 80％以上が釈放又はより軽い刑罰に減刑されたこ
とになる。一方で 15.4％がこの刑罰に服したまま再審理
等を待っている状態であり、残りの 3.3％は、再審理の
後に再び絶対的終身刑が科されている 23。

この様に、絶対的終身刑の対象者数を急激に減少させ
る大きな要因となった、最近の各州の法改正及び法運
用の傾向を大きく分けると、①絶対的終身刑の全て（必
要的科刑のみならず裁量的科刑も含めて）を禁じる州、
②絶対的終身刑を法制度としては維持した上で、実質的
には当該刑を科していない州又は当該刑の対象となる
犯罪を大幅に縮小する州、そして③当該刑の適用を維持
する又は増加させる州に分けることができる 24。

（２）受刑者数が多い州の対応
もっとも、絶対的終身刑に服している者のうち 70％

は、ペンシルバニア州、カリフォルニア州、ミシガン
州、フロリダ州、ルイジアナ州の５州で占められている
25 ことからみても、この刑罰の適用には、州によってか
なりの偏りがあることをまず認識する必要があろう。

以下では上記の州のうち、特に受刑者が多いとされ
る、ルイジアナ州、ミシガン州、ペンシルバニア州につ
いての現状を、上記資料をもとに確認することとする。

ミラー判決が下された当時、第１級及び第２級謀殺の
罪に関して絶対的終身刑の「必要的科刑」が定められて
いたルイジアナ州では、モントゴメリー判決以降、少年
時に下された判決につき、再量刑手続の機会及び仮釈放
の資格を与えるためのいくつかの法改正がなされてき
たが、併せて第２級謀殺罪に対する絶対的終身刑の科刑
が禁じられた。

また、ミラー判決が下された時点で、少年時の犯罪で
絶対的終身刑に服する者が 297 名であったが、現在まで
251 名が再審理を経て 99 名が釈放されており、63 名が
引き続きこの刑罰に服しているとされている。約 10 年
で受刑者数はかなり減少しているものの、一方で、現在
も第１級謀殺罪への絶対的終身刑の科刑は継続してお
り、他州と比較して多く新たにこの刑が科されている。
また、当該刑が科される人数について、ミラー判決以前
は黒人が白人と比して 76％であったのに対して、現在
は 93％にのぼるとして、極端に黒人に対する科刑の割
合が大きいことが指摘されている 26。

次にミシガン州では、ミラー判決時には 356 名が少年

時の犯罪で絶対的終身刑に服していたものの、その後
273 名が再審理を終えて 154 名が釈放されたが、現在は
97 名がこの刑罰に服しているとされており、この人数
は他州と比べても最も多くなっている。また、この刑罰
に服している者の中で、ミラー判決が下された際に再審
理を受ける資格があった者の内、71％が黒人（全国的に
は 61％）であり、未だ再審理を受けることを待つ者の
74％は黒人であるとされる。

その他、特に問題として指摘されているのが、再審理
に対する検察官の対応である。検察官は再審理の請求を
行う裁量があり、モントゴメリー判決の直後にはその請
求の 60％もが、再び絶対的終身刑を求める請求であり、
カウンティによっては、100％が再び当該刑を求めるも
のであったとされる。これらの請求の多くは、その後取
り下げられて、最終的には絶対的終身刑よりも軽い刑罰
とはなったものの、検察官の裁量の潜在的な影響につい
ての憂慮すべき示唆であるとの指摘がある 27。

そして、現在も絶対的終身刑の受刑者数は比較的多い
ものの、ミラー判決以降、その数を大きく減らしてい
るのがペンシルバニア州である。ミラー判決時には 526
名が少年時の犯罪で絶対的終身刑に服していたが、そ
の後に 463 名が再審理を経て 268 名が釈放されており、
現在引き続きこの刑罰に服しているのは 50 名とされて
いる。これだけの受刑者数の減少の背景には、ミラー判
決時には第 1 級及び第 2 級謀殺罪が必要的科刑の対象と
されていたが、その後に第 2 級謀殺についてこの刑罰の
対象から外したこと等が挙げられる。

加えて、モントゴメリー判決以降の動向として特徴的
なものは、絶対的終身刑の対象事案の内、約 90％が再
審理を受け、その内で再度、絶対的終身刑が科された
ケースは、約１％に過ぎないとされる点であろう。

この様な背景には、州最高裁判所が、再審理の聴聞は
憲法に十分適合する手続で行うことを保障するとの姿
勢をとったことが指摘されている。加えて、州の仮釈放
委員会も、この刑罰の問題を十分に検討することの意義
を認識しており、その結果、絶対的終身刑を受けている
者の再量刑手続において、約 70％の者に仮釈放が認め
れる結果へと繋がっているとされている 28。

以上の様に、現状、絶対的終身刑の受刑者が比較的多
いとされる州でも、程度の差こそあれ、確実にこの刑罰
の対象者は縮小される方向へと向かっているものとい
えよう。

３　ジョーンズ対ミシシッピー州判決（Jones v. 
Mississippi）の概要
先で触れた団体 “The Campaign for the Fair Sentencing 

of Youth” と同様に、絶対的終身刑の廃止に取り組んで
いる民間団体 “The Sentencing Project”29 は、モントゴメ
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リー判決が下された直後である 2016 年 6 月のレポート
において、「モントゴメリー判決は、絶対的終身刑（必
要的科刑であろうとなかろうと）の適用は、『矯正不能
な頽廃』を反映した犯罪を犯した少年のみに準備される
べきであると強調したのであり、スカリナ判事（反対意
見）が示した準則によれば、ゆくゆくは『少年犯罪者へ
の絶対的終身刑は廃止』されることになろう」30 とコメ
ントした。おそらくこれは、この問題に取り組む関係
者の多くの共通認識であり、この先連邦最高裁により、
絶対的終身刑の廃止に向けたさらに踏み込んだ判決が
下されることへの期待の顕れともいえよう。　　　

その様な中、2021 年 4 月 22 日、連邦最高裁判所にお
いて下されたのが「ジョーンズ判決」である。以下では、
事案の概要と、連邦最高裁判決に至るまでの経緯をまと
めた上で、判決を整理することとする。

（１）事案の概要と訴訟の経緯
2004 年８月９日の朝、祖父母とミシシッピー州の小

さな町に暮らしていた 15 歳の少年ブレット・ジョーン
ズ（Brett Jones）は、ガールフレンドを自室に招き入れ
たことを巡り祖父と口論となり、祖父はそのガールフレ
ンドに対して、家から出て行くように言った。数時間後、
ジョーンズはガールフレンドに、祖父を「痛い目にあわ
せてやる」と言う。午後、ジョーンズが台所で自分の
食事を作っていると、再び祖父と口論になり、怒鳴り合
いから殴り合いになっていくうちに、ジョーンズは持っ
ていたキッチンナイフで祖父を刺し、ナイフが折れると
新たなナイフを手に取り、合計８回にわたり祖父を差し
続けた。祖父は、多量に出血する中、ふらふらと外に出
てそのまま地面に倒れこみ死亡した。

しかしジョーンズは、救急への通報をすることなく、
祖父の遺体を家の中に引きずり込み、腕に付いた血を水
で洗い落とし、血だらけのシャツを着替え、祖父の車を
車庫の床に落ちているいくつかの血痕の上に移動させ
た。その間に、近所の住人が目撃して警察に通報した。

その後、ジョーンズとガールフレンドは一緒に徒歩で
家を出るところを目撃されたが、その日の深夜、警察官
は家から数マイル離れたガソリンスタンドで二人を発
見する。職務質問に対して偽名を名乗ったが、警察官
がボディーチェックをしたところ、ジョーンズのポケッ
ト内にナイフを見つけたため、これは「犯行に使用した
ものか」と尋ねたところ、ジョーンズは「いや、それは
すでに捨てた」と答えた。

後日、謀殺罪で起訴されたジョーンズは、審理におい
て正当防衛であったとして無罪を主張したものの、陪審
はそれを認めず謀殺罪で有罪の評決を下した。そのため
ジョーンズは、ミシシッピー州法の謀殺罪の規定に従っ
て絶対的終身刑が必要的に科されることとなるが、当該

刑を不服として上訴をして争うものの、2006 年に州控
訴裁判所にて絶対的終身刑が確定した 31。

ジョーンズはその後も、絶対的終身刑を必要的に科す
ことは、修正第８条に規定する残酷で異常な刑罰の禁止
に反すると主張して、有罪判決に対する非常救済手続を
州裁判所に申し立てたが裁判所はそれを棄却し、州控訴
裁判所もその判断を支持した。

その後 2012 年に、州最高裁判所は、本件につき審理
を行なうかどうか検討を行っている中、連邦最高裁に
よって先述のミラー判決が下されることとなる。この判
決は、修正第８条に照らして、18 歳未満の少年に対す
る絶対的終身刑につき「必要的科刑」を否定したものの、

「裁量的科刑」は認めていた。これを受けて、州最高裁
はすぐに、ミラー判決の効力は州の再審理においても遡
及適用されるものと判断し、ミラー判決が違憲と判断し
た絶対的終身刑が必要的に科されているジョーンズの
事案についても、裁判官が改めてジョーンズの年齢が若
いという点について再検討し、その裁量の下、適切な量
刑を選択するための新たに審理を行なうことを命じた
32。

再審理手続においてジョーンズ側は、ミラー判決を引
用しつつ、本人の実年齢及び顕著な特徴は過酷な刑事罰
を科すための刑罰学的な正当性を減軽するとした上で、
さらに、本件記録の中に、矯正不能な頽廃を示す犯罪を
認定するに足りるものは何も見つからなかったと主張
した。しかし裁判官は、ミラー判決を踏まえて、自らの
裁量に基づき絶対的終身刑よりも軽い刑罰を科すこと
ができることは認識しつつも、子どもの有責性に関わる
要件を検討した上で、最終的に、絶対的終身刑はジョー
ンズに対して引き続き適切な刑罰であるとの判断を示
した 33。

ジョーンズ側は、この判断を不服として州控訴裁判所
に上訴し、「18 歳未満であって謀殺の罪を犯した被告人
に対して、絶対的終身刑を科すためには、量刑を判断す
る者は、当該被告は生涯にわたって矯正不能であること
につき、個別の事実認定を行わなければならない」と主
張したが、州控訴裁判所は、「ミラー判決は、子どもが
矯正不能であることの事実の認定を、裁判所に求めるも
のではない」とのモントゴメリー判決の文言を引用しつ
つ、その主張を認めなかった 34。

2019 年 3 月、ジョーンズ側は「合衆国憲法修正第８
条は、量刑を判断する者に対して、絶対的終身刑を科す
際に、対象少年は生涯にわたり矯正不能であることにつ
いて認定を行うことを義務づけているのかどうか」35 に
つき明らかにすべく、連邦最高裁に裁量上訴の受理を求
めた。

もっとも同様の論点については、すでにいくつかの他
州の最高裁判所においても争われており、その結果、絶
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対的終身刑を科す場合には、量刑を判断する者は「被告
人が生涯にわたり矯正不能であることについての認定
をしなければならない」との判断が示されたのが７州、

「その必要はない」とされたのが４州と判断が分かれて
いた。この様な状況において、2020 年 3 月 9 日、連邦
最高裁はジョーンズの事案について裁量上訴を認めて、
以降、本件について審理が行われることとなる 36。

（２）各当事者の主張と法廷意見の概要
本件においてジョーンズ側は、ミラー判決及びモント

ゴメリー判決を踏まえて、「少年に関して、修正第８条
は、絶対的終身刑を科すことができるのは、生涯にわた
り矯正不能の殺人犯に限定している」、「少年の殺人犯に
絶対的終身刑を科す場合には、当該少年が生涯にわたり
矯正不能であることを認定することが必要である」及び

「少なくとも、ジョーンズ側は、自分が生涯にわたり矯
正不能であるのかどうかにつき認定を求める権利があ
る」等を主張し、よって、これらに反するミシシッピー
州控訴裁判所の判決は無効であり、ジョーンズは絶対的
終身刑を科すほどに「まれ」であるのか、生涯にわたり
矯正不能であるのかを判断すべく、州控訴裁判所への差
し戻しを求めた 37。

これに対してミシシッピー州側は、「ミラー判決は、
絶対的終身刑の必要的科刑のみを無効とし、憲法上の要
請として少年の殺人犯には、個別的な量刑によること
を確立したのである」、「新しいルールを宣言したミラー
判決は、そのルールの遡及適用に関するモントゴメリー
判決とは異なる」、「モントゴメリー判決は、裁量による
量刑手続を無効にするものではない」、「修正第８条は、
量刑を判断する者が絶対的終身刑を科す前に、年齢が若
いこととそれに伴う特性による減刑事由を考慮するこ
とのみを求めている」及び「少年の殺人犯に絶対的終身
刑を科す前に、量刑を行う裁判所に、年齢が若いことと
それに伴う特性を考慮することを求めているミシシッ
ピー州の裁量に基づく量刑制度は、修正第 8 条に適合す
る」旨を主張し、州控訴裁判所の判断の確認を求めた
38。

2021 年４月 22 日、連邦最高裁は結論として、ミシシッ
ピー州控訴裁判所の判決を確認する判断を示した。

ブレット・カバノフ（Brett Kavanaugh）判事による
法廷意見（他４名の判事同調）、クラレンス・トーマス

（Clarence Thomas）判事による同意意見、ソニア・ソト
マイヨール（Sonia Sotomayor）判事による反対意見（他
２名の判事同調）が付されたため、５対３で判断が分か
れるかたちとなった 39。

法廷意見は、まずジョーンズ側が、ミラー判決、モン
トゴメリー判決を解釈するならば「量刑を判断する者
は、18 歳未満の殺人犯に絶対的終身刑を科す場合には、

生涯にわたり矯正不能であることにつき、個別に事実
認定を行う必要がある」と主張していることについて、

「ミラー判決及びモントゴメリー判決はその様な必要性
を正面から認めていない」とした。むしろ判決は、「ミ
ラー判決は、絶対的終身刑を科す際には、量刑を判断す
る者は、ある手続、すなわち加害者の年齢が若いとい
うこととそれに伴う特性を検討することのみを命じた」
のであり、また、「モントゴメリー判決は明確に『ミラー
判決は、公式の事実認定を行うことを必要要件として課
してはいない』し、『子どもが矯正不能であることに関
する事実認定も求めてはいない』」とした 40。

その上で法廷意見は、ジョーンズ側の主張に対応する
かたちで、ミラー判決及びモントゴメリー判決を踏まえ
るならば、量刑を判断する者は、18 歳未満の殺人犯に
絶対的終身刑を科す場合には、①生涯にわたり矯正不能
であることについて個別に事実認定を行う必要性の有
無、予備的主張として②生涯にわたり矯正不能であるこ
との「暗黙の認定」について量刑説明記録を示す必要
性の有無 41、の二つの論点について検討し見解を示した。
以下では、主に本訴訟の主要な論点である①について見
ていくこととする。

法廷意見は、ジョーンズ側の提示する「個別の事実認
定が必要である」とする三つの根拠に対応させて、それ
ぞれについて以下の様な判断を示した。

一つ目は、ジョーンズ側が「矯正不能であることにつ
いて個別の事実認定を行う必要がある」との主張の根拠
の一つとして、過去の判例 42 が、加害者に対して死刑
の判決を下す前に、当該者が責任能力を有すること又は
知的障害はないかといった、死刑判断を行うための「適
格性の基準」（eligibility criterion）に該当するのかを確
認しなければならないとしたことを踏まえれば、「同様
に憲法は、18 歳未満の謀殺を犯した少年に対し絶対的
終身刑を科す場合には、生涯にわたり矯正不能であるこ
とについて認定することを、量刑を判断する者に対して
求めている」とする点である。

これにつき法廷意見は、「生涯にわたり矯正不能であ
ることは、責任能力を有する又は知的障害はないといっ
たことに類する様な適格性の基準にはあたらない」とす
る州側の反論に同意した上で、ローパー判決を引用しつ
つ、「専門家である心理学者でさえも、その犯罪少年が、
不幸にも一過性の未熟さにより罪を犯した犯罪少年な
のか、矯正不能の頽廃により罪を犯したまれな犯罪少年
であるのかを見分けることは困難である」と裁判所は認
識していたとする 43。

加えて法廷意見は、以前、当裁判所が死刑の判断をす
るにあたり「適格性の基準」を設定した際には、立法や
運用の中に顕れる様な社会の基準としての客観的な指
標が、その基準を支持する国民の合意があることを明確
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に示しているのかどうかを検討したが、ミラー判決を下
す際においては、生涯にわたり矯正不能であることを、
絶対的終身刑を科すための適格性の基準とする州は一
つも確認できなかった 44 とし、この様な点からも、ミラー
判決が生涯にわたり矯正不能であることを「適格性の基
準」としなかったことは驚くことではない、とした。

そして、「ミラー判決は、連邦最高裁による多くの死
刑に関する判例を参照し、そこから量刑を判断する者
は、絶対的終身刑を科すかどうかを決めるにあたり、減
刑要素として年齢が若いという点を考慮することを求
めていたのであって、その様な刑罰を科す際に、量刑を
判断する者に対して、生涯にわたり矯正不可能であるこ
とについて個別の事実認定を求めたものではなく、さら
にはその点について、モントゴメリー判決が何かをつ
け加えることを主張したものではない」として、ミラー
判決及びモントゴメリー判決の解釈を持ってしても、
ジョーンズ側の主張は認められないと結論づけた 45。

二つ目は、ジョーンズ側が、モントゴメリー判決がミ
ラー判決の効力を事後的再審理手続に遡及適用すべき

「実体的準則」であるとしたことをもって、生涯にわた
り矯正不能であることについて個別の事実認定を必要
とすることを前提としていたと主張する点についてで
ある。

すなわちジョーンズ側は、「ミラー判決は、絶対的終
身刑を科すことを許容できるのは、その犯罪行為が『一
過性の未熟さ』の反映というよりも、『生涯にわたり矯
正不能』であることを反映している場合のみである」と
したモントゴメリー判決の文言に依拠し、換言すれば、
モントゴメリー判決は、ミラー判決を実体的準則にあた
るとしたことや、絶対的終身刑は生涯にわたり矯正不能
である場合に値する刑罰であるとしたのであり、モント
ゴメリー法廷は、年齢が若いということを考慮するため
の裁量による量刑手続だけではなく、生涯にわたり矯正
不能であることについての個別の事実認定を行わなけ
ればならなかった、と主張する。

この点について法廷意見は、上記の見解はミラー判決
及びモントゴメリー判決の解釈として正確ではないと
した。すなわち、モントゴメリー判決は「子どもが矯正
不能であることに関して事実認定を行うことは必要な
い」と明確に述べており、またミラー判決が求めたのは、
裁量による量刑手続であるとした。また法廷意見は、モ
ントゴメリー判決自体が述べている様に、連邦最高裁が
裁量上訴を認めたのは、ミラー判決における準則を拡げ
るべきかどうかではなく、単にその判断を、有罪となり
刑罰が確定した少年たちに遡及できるかどうかであっ
たとする。

さらに法廷意見は、ミラー判決が求めていることにつ
いて、モントゴメー判決は明確に「年齢が若いというこ

ととそれに伴う特性について、絶対的終身刑を科すこと
ができる少年かどうかを区別するための量刑要素とし
て考慮することが必要である」としたが、生涯にわたり
矯正不能であることの個別の事実認定を求めているも
のではないと繰り返した 46。

そして三つ目は、ジョーンズ側が、ミラー判決とモン
トゴメリー判決は、それぞれの判決の中で「18 歳未満
の殺人犯へ絶対的終身刑を科すことは比較的まれとな
るであろう」旨を述べてきたが、その趣旨を達成するた
めには、当該少年が生涯にわたり矯正不能であることに
関して、個別の事実認定を行うことが必要であるとする
点である。

これについて法廷意見は、ミラー判決では裁量的な量
刑手続を採ることにより、裁判所は絶対的終身刑を科す
前に、被告の年齢が若いという点を考慮し、当該刑よ
りも軽い量刑を科す裁量を持つことで、18 歳未満の少
年に絶対的終身刑を科すことが比較的まれになるであ
ろうと述べたのであり、これは憶測ではなくデータに
よるものであるとして、当該判決の中で裁量による量
刑を行う 15 州の統計を挙げていた、とした 47。さらに、
当該判決において当裁判所は、裁量をもって量刑判断
を行う州は、「生涯にわたり矯正不能であるという個別
の事実認定を要する」とか、「その様な事実認定は少年
に絶対的終身刑を科すことを比較的まれにするために
必要である」といった示唆はしていないと加えた上で、

「当裁判所は、量刑を判断する者が、18 歳未満の殺人犯
に対して絶対的終身刑を科す前に、当該少年が生涯にわ
たり矯正不能であることについて個別の事実認定を行
う必要はないとはっきりとのべている」と結論づけてい
る 48。

この様に法廷意見は、死刑に関する判例的背景、ミ
ラー判決及びモントゴメリー判決におけるミラー判決
の分析及び解釈を示すことで、ジョーンズ側の矯正可能
性に関する「個別の事実認定」の必要性がある旨の主張
を全面的に排する結論を導いた。

（３）この判決がミラー判決又はモントゴメリー判決に与
える影響について
法廷意見は最終節において、「18 歳未満の殺人犯に対

して必要的な絶対的終身刑を科してはならない」とした
ミラー判決や、そのミラー判決の遡及適用を認めたモン
トゴメリー判決を覆すものではないことを強調した 49。
その上で以下の様に述べた。

　
　「重要なことは、ミラー判決及びモントゴメリー判決
と同様に、今日の我々の決定は、州が 18 歳未満の殺人
で有罪となった被告が含まれる事案において付加的な
量刑制限を課すことを排除するものではない。州は、18
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歳未満の全ての犯罪者に対して、絶対的終身刑を全面的
に禁じることができる。又は 18 歳未満の犯罪者に絶対
的終身刑を科す際には、量刑を判断する者に特別な事実
認定を行うことを求めることもできる。又は量刑を判断
する者に対して、被告の年齢が若いという点に関わるこ
となく、なぜ絶対的終身刑を科すことが適当であるのか
の記録につき形式的に説明をさせることもできる。州は
また、絶対的終身刑について厳格な要件又は他の実質的
な再審理の制度を設けることもできるのである。これら
の選択肢の全ては、州に採用の余地がある。…しかし、
当裁判所の判例が解釈を示した様に、合衆国憲法がこれ
らの特別な政策の提案を求めているものではない。」50

そして最後に法廷意見は、本訴訟の中で、ジョーンズ
自身が刑務所内で良い評価を維持してきたことや、祖父
を殺害した当時と今は人が変わったのだ、と主張したこ
とにも触れつつ、今回下した判決は、ジョーンズがこれ
らの議論を、州議会、州裁判所又は知事の様な、それら
の判断権が属する州当局に提言することを認めている
とした。そして、減刑のために州に求めるこれらの途は
ジョーンズに開かれたままであり、この先ずっと開かれ
ている 51 と述べて、州への働きかけや手続を経ることで、
ジョーンズが減刑される可能性は残されていることを
示唆した。

おわりに
連邦最高裁がミラー判決の中で、「少年は刑罰に処す

る目的が、憲法上、成人とは異なる」と述べてから、お
よそ 10 年が過ぎた。

もっともこの判決は、その後の遡及効を認めたモント
ゴメリー判決の影響とも相まって、必ずしも判決が明確
に禁じた絶対的終身刑の「必要的科刑」のみならず、裁
判官が事案ごとに科刑の適否を判断した上で科刑する

「裁量的科刑」をも含めて禁じる州を、過半数にまで押
し上げることとなる。

一方、本稿で扱ったジョーンズ判決は、裁判官に絶対
的終身刑を科す「裁量」があることは前提に、再審理の
場における裁判官の求められる「裁量」の範囲・内容（手
続的な要件を確認すれば足りるのか、本人の矯正可能性
の有無をも判断する必要があるのか）に関しての争いに
対して、一つの明確な判断を示したものといえよう。

仮に後者の「矯正可能性」についてまで裁判所に判断
を求めるとするならば、特に本件の様な再審理・再量刑
を受ける場合においては、受刑者は、犯行時から収監中
における現在の生活態様等も含めて、自己に「矯正可能
性」があることを主張するチャンスが与えられることに
なり、釈放を求める立場にとっては実質的に非常に有利
な機会を得ることになったであろう。

しかし本判決は、その様な「矯正可能性」を認定する
個別の機会も、その必要性も認めなかったため、「過去
15 年の間、ミラー三部作として知られる一連の判例に
おいて、連邦最高裁は、死刑や絶対的終身刑といった少
年への究極の刑罰の州による適用を、少しずつ排除して
きたのだが、ジョーンズ判決によって、この過程は唐突
に終焉を迎えてしまった」52 ことで、絶対的終身刑を廃
止する絶好の機会を失ってしまったとする見解もある。

確かに本判決の趣旨を踏まえると、少年に対する絶対
的終身刑の「憲法による廃止」は遠のいた様にも見える
ものの、前節でも紹介した様に、法廷意見は州の判断に
より今後取り得る施策をあえて例示し、さらには今後の
ジョーンズの減刑の可能性につき、それを求める手段も
含めて示唆したことと、現在までの各州の動向等も踏ま
えれば、絶対的終身刑を廃止する流れを押しとどめると
いうよりも、むしろ結果として、後押しする一つの力と
して働くようにも思われる。

またこの判決については、「ミラー判決及びモントゴ
メリー判決の論理からすれば、明らかに裁判所に少年の
殺人犯について、生涯にわたり矯正不能であることの事
実認定を求めている」とし、本判決の本質的な議論よ
りも、むしろこれら二つの判決以降、トランプ政権の
下で連邦最高裁判事３名が、リベラル派から保守派へ
と変わったことによる影響をあげる見解もある 53。この
点、昨今の人工中絶をめぐる規制法に関する連邦最高裁
の合憲判決 54 についても同様の点が指摘されていると
ころであり、その影響は大いに考えられよう。

いずれにしても、先に述べたような絶対的終身刑を禁
じる州の急激な増加傾向と、さらには近年の凶悪犯罪に
よる少年の逮捕者数の大幅な減少 55 等の背景をも踏ま
えるならば、今回の判決が最近の判例動向に与える影響
は限定的なものである、との見方は理にかなっているよ
うに思われる。

注
１　講学上「絶対的終身刑」とは、裁判官に科刑の裁

量の余地を与えず必要的に科される終身刑の意味（仮
釈放の有無は必ずしも関係しない）として使われるこ
ともあるが、本稿では一般的・感覚的な分かりやす
さを考慮して、この略称を用いることとした。なお、
本稿における「絶対的終身刑」とは、特に記載がない
場合でも少年に対するものを指す。

２　この点、仮釈放（刑法第 28 条）の可能性がある、
日本の無期刑とは大きく異なる。
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